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令和元(2019)年 7月 23 日 

全国知事会議資料６－３「21WT 提言項目の詳細版（文章編）」抜粋 

21．データ解析の活用事例 （リーダー：栃木県） 

人々の生活の質の向上を図りつつ、社会保障制度の持続可能性を高めるにあ

たり、各都道府県がより効果的･効率的な施策を展開するためには、様々なデ

ータを解析して、そこで得られた結果を施策に活用していくEBPMを推進する必

要がある。あわせて、住民や関係者への分かりやすい情報提供を行い、施策へ

の理解を促進し、その効果を一層高めていくことが、今後重要になってくる。 

現在、WTでは、データ解析の活用のポイントとなると考えられるデータ解析

を行う主体や施策に応じた解析データの種別、協力・協働する機関、人材確保・

育成方策などについて事例の共有を30都道府県参加（現在は37都道府県）のも

と進めたところ、医療費等各種データの活用や、関係機関、民間企業等と協力・

協働した取組については参加している全都道府県がそれぞれ各地域の実情に

沿って実施することが予定されるなどの横展開の成果がみられている。こうし

た取組は改革工程表に掲げられている地域差分析を踏まえた保険者機能の一

層の強化や、「保健医療データプラットフォーム」の2020年度本格運用開始時

における活用の推進に資するものである1。このため、改革工程表に掲げられ

た項目をより効果的に実行する観点からも、WTの取組を加速化させることが重

要であり、国に対しては以下を求めていきたい。 

 

(1) 国におけるビックデータ連結・解析に係る「保健医療データプラットフ

ォーム」構築にあたっては、自治体のニーズに応じた利便性の高いものとな

るよう、自治体からの意見を聴取する機会を設けるなどして自治体の意見を

反映するとともに、具体的な活用事例を提示すること。また、活用する際の

相談･助言等の支援を充実すること。 

あわせて、本格運用開始が来年度に迫っていることから、自治体の準備期

間を確保するため、具体的な内容やスケジュールについて、可能な限り迅速

に情報提供すること。 

 

(2) 自治体が計画の策定や地域の健康課題の分析等でデータ解析を行う際、

汎用的なデータについては、国において府省や部局間が連携し、一元的に解

析・集約した共通のデータセットを毎年度、定期的に提供するほか、簡単な

操作で集計・解析が可能となるようなアプリケーションを提供するなど、自

治体自らデータ解析を実施しやすい環境整備を強化すること。 

 

                                                   
1 改革工程表では「30ⅰ.地域別の取組や成果について進捗管理・見える化を行うとともに、

進捗の遅れている地域の要因を分析し、保険者機能の一層の強化を含め、さらなる対応の検

討」、「36ⅱ.「保健医療データプラットフォーム」の 2020 年度本格運用開始」とされている。 
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あわせて、特定健診、医療レセプト、介護レセプト等のデータ連結、解析

を進めるにあたり、個人情報保護の取扱いについて困難が生じていることか

ら、国において整理すること。 

 

(3) データ解析に係る自治体職員の能力向上のため、人材の育成･確保に向け

た取組を強化するとともに、自治体自らが解析を行うにあたり、医療保険者

や審査支払機関、大学等の研究機関などが保有するデータの活用や当該機関

との協力・協働がより進むように、自治体レベルでのデータ解析の必要性・

重要性について、関係機関に対し周知を一層図ること。 
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